
令和3年度相談支援従事者指導者養成研修会
国立障害者リハビリテーションセンター学院

【講義】都道府県での研修実施の課題と質の向上に向けた今後
の取組（実地教育を実施を含め）

長野県 上小圏域基幹相談支援センター
所長 橋詰 正
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初任者研修の構造

相談支援（障害児者支援）の目的（1.5時間）

相談支援の基本的視点（障害児者支援の基本的視点）（2.5時間）

相談支援に必要な技術（1時間）

相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス（1.5時間）

１日目

実習ガイダンス（1時間）

談支援の実際（ケアマネジメント手法を用いた相談支援プロセスの具体的理
解）（12時間）

概論

相談支援における家族支援と地域資源の活用への視点（1.5時間）

障害者総合支援法等の理念・現状とサービス提供プロセス及びその他関連す
る法律等に関する理解（1.5時間）

障害者総合支援法及び児童福祉法における相談支援（サービス提供）の基
本（1.5時間)

技法の
実際

２日目

５日目

講義
演習

３日目
４日目

７日目

告示別表 標準カリキュラム

相談支援（ケアマネジメント）の基礎技術に関する実習１

初任者研修（見直し後） 時間数

講
義

障害児者の地域支援と相談支援従事者
（サービス管理責任者・児童発達支援
管理責任者）の役割に関する講義

5.0h

障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律及び児童福祉
法の概要並びにサービス提供のプロセ
スに関する講義

3.0h

相談支援におけるケアマネジメント手
法に関する講義 3.0h

講
義
及
び
演
習

ケアマネジメントプロセスに関する講
義及び演習 31.5h

実
習 相談支援の基礎技術に関する実習 －

合計 42.5h

法制
度

実践研究1（6時間）

相談支援（ケアマネジメント）の基礎技術に関する実習実習２

実践研究2（4時間）６日目

実践研究3（6時間）

研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り（2.5時間）

地域資源に関する情報収集
実習

講義
演習

実習

講義
演習

研修受講ガイダンス（標準カリキュラム上は任意）

令和２年度相談支
援指導者養成研
修資料
（一部改変）
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講
義

モ
デ
ル
演
習

実

践

演習講師
基幹（主任）
特定（主任）



【モデル事例を使った、２日間演習のゴール設定】
演習は、演習統括と演習講師により展開する
演習２日：受講生が、地域に戻り、集めた情報からアセスメントし、ニーズを導

きだす。（３日目）
サービス等利用計画（案）の作成ができ（４日目）、サービスの利用調整やサー
ビス担当者会議を開催し、モニタリング・終結の一連の流れが理解され、実践でき
るよう受講者へのフォローにより、取りこぼしさない研修とする。
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統
括

演
習
講
師

ケアマネジメントプロセスを学んでの実習
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実地教育１ 研修３日目で学んだ知識を実践
実践事例の概要

アセスメント・見立て
ニーズ整理

受講生自らが実践

地域資源調査

実践事例と地域支援調査
課題のSV・疑問解決

基幹相談支援センター等（主任相談支
援専門員等）へアクセス

５日目の研修準備

実践事例と地域支援調査
課題の加筆修正

５日目研修へ
（グループ・スーパービジョンの実施）

研
修
評
価
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実地教育 研修４日目で学んだ知識と５日
目のＧＳＶで気づいた視点を基に、サービ
ス等利用計画の作成

受講生自らが実践

サービス等利用計画案
の作成

基幹相談支援センター等（主任相談支
援専門員等）へアクセス

実践事例
のサービス等利用計画案

の課題のSV

実践事例
のサービス等利用計画案

の加筆修正

６日目の研修準備
６日目研修へ

（グループ・スーパービジョンの実施）

ケアマネジメントプロセスを学んでの実習

研
修
評
価

法定研修を企画運営する体制の構築
（企画運営する際のポイント）

【企画立案】
⑥ 地域での実践を意識した演習方法（市町村等で独自の様式を用いてい

る場合は、地域でフォローアップ研修の開催）

スーパービジョン等の方法を都道府県単位で協議

（都道府県を単位として共通の方法を検討し、ＯＪＴと研修両方で活用）

⑦ 市町村や基幹相談支援センター等に内容や意図を周知

（課題実習の受け入れ依頼にとどまらず、人材育成の意義や地域でのＯＪＴ

との連動などの必要性を含め周知する協議の場を設け、人材育成の検討の

場に市町村職員の参加を求めるなどの工夫をする。）

⑧ 次年度に向けた振り返り

令和２年度相談支
援指導者養成研
修資料（令和3年
度配信講義資料）
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令和３年度
相談支援従事者等研修に関する調査結果より

１．令和２年度 初任者研修実施（全都道府県実施）

２．演習実施方法

（１）令和２年度 対面 ３９ オンライン ４ 併用５

（２）令和３年度 対面 ２９ オンライン１０ 併用４

３．研修企画検討の傾向

【あまり実施されていない項目の抜粋】

市町村説明 事業所説明

実習協力説明 自治体訪問による説明
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初任者研修・現任研修の新たなカリキュラムによる
実施に向けた検討状況について既に実施した取組

参
考

研修企画者は、演習統括を含む学識や当事者を踏まえた検討を行い、実習体制構築の
ビジョンの中で研修を組み立てる

（初任者・現任・主任研修のつながりと構造が理解できている集団でありたい）

演習統括は、研修全体を把握でき、研修企画に参加すると共に

演習講師の育成を行う

（入口の講義講師を担えるようになる）

演習講師の育成（研修）

演習講師の目的を理解して、グループを回す。

（振り返りの講義が担えるようになる）

※ファシリテーターに徹するわけではない理解
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講師人材の育成と実習体制整備
実習をきっかけに、市町村でのＯＪＴ体制の構築を目指す

（キーワードは基幹機能と主任機能）



取り組みの１例
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上小圏域 第６期障害福祉計画・第２期障がい児福祉計画

【重点施策】

○ 緊急時支援台帳整備の推進と感染症対策にも対応できる地域生活支援拠点の機能強化
を図ります。

○ 地域包括エリアごとに協議検討を積み上げ、多職種及び地域住民の連携システムを構
築します。

○ 障がい児の緊急時支援体制や放課後及び長期休暇中の支援基盤（放課後等デイサービ
スなど）の整備と支援の質の向上を図ります。

○ 医療的ケア児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保
を図ります。

○ 就労系事業所における情報共有ツールの普及に努め、一般就労希望者の支援と定着率
向上を図ります。

○ 地域移行支援の推進と同時に、共同生活援助等の夜間支援体制の充実を図ります。

○ 療育支援の充実とともに、強度行動障害児者のサービス提供事業所の体制整備に向け
協議の機会を作ります。

○ 主任相談支援専門員の配置を促進するとともに、圏域内でのＯＪＴの体制整備を図り
ます。



令和3年度 上小圏域障がい者自立支援協議会
人材育成専門部会 年間計画テーマ

テーマ

① 主任相談支援専門員の機能と役割についての共有
と実践モデルの構築

② 相談支援専門員の圏域内OJT体制と検証･評価機
能の構築

上小圏域第6期障害福祉計画 重点施策の該当項目

○主任相談支援専門員の配置を促進するとともに、圏
域内でのＯＪＴの体制整備を図ります。

【法定研修の実習】受け入れの経過

１．長野県人材育成ビジョンと圏域市町村との情報共有

（１）上小圏域障害者自立支援協議会・人材育成

部会との連動

（２）上小圏域基幹相談支援センター業務との連動

（３）圏域基幹支援センターと市町村の協働

（４）試行事業による実践値の積み上げ（現任・主任研修含め）

（５）基幹相談支援センター内のスキルアップ研修

（６）主任相談支援専門員の圏域育成（連携研修）

（７）令和３年度研修における基幹（主任）と特定（主任）との

協働による法定研修の演習講師・実習担当・実地教育担当シ

ステムの稼働

（注）法定研修の演習講師によっての、受講生の理解度の差
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令和３年度 長野県相談支援従事者初任者研修 １回目実地教育（上小版）
R3.8.4
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上小圏域 相談支援OJT体制

・現在、機能強化型サービス支援事業所の月１回実施して
いるGSVの日程を活用させていただき、３ヵ月に１回、
３事業所ほどが集まり、サービス等利用計画のGSVを実
施する。
・主任相談支援専門員は、スーパーバイザーとしてGSV
を進行する。
・２グループ設定し、１グループは基幹の主任相談支援専
門員、もう1グループは特定相談事業所の主任相談支援専
門員が受け持つ）
・GSVには、市町村担当者（部会員に限定せず、なるべ
くケースワーカーに参加してもらう）
・人材育成部会員は、いずれかのGSVに参加する
（OJT体制と相談支援の質の評価のため）

グループワーク
（都道府県に戻っての伝達イメージとアクション）

•都道府県での研修実施の課題と質の向上に向け
た今後の取組について、グループで具体的にど
のように伝達し、新たな動き（システムつく
り）に繋げるかを共有して下さい。
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ワークシート

【相談支援従事者初任者研修の実地教育に向けた取り組み】

・メモ
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全体共有

１．どんな振り返りがあったか

２．次回の研修に向けた新たな動き
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本日のまとめ
（最後のグループワークのまとめを含め）

•メモ
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３日間研修大変お疲
れさまでした。
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長野県 上小圏域基幹相談支援センター
所長 橋詰 正


